
欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
七
九

◎
刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定

　
（
略
称
）
欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

平
成
二
十
一
年
十
一
月
　
三
十
日
　
欧
州
連
合
側
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
署
名

平
成
二
十
一
年
十
二
月
　
十
五
日
　
日
本
側
が
東
京
で
署
名

平
成
二
十
二
年
　
四
月
二
十
三
日
　
国
会
承
認

平
成
二
十
二
年
十
二
月
　
　
三
日
　
効
力
発
生
の
た
め
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閣
議
決
定

平
成
二
十
二
年
十
二
月
　
　
三
日
　
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
効
力
発
生
の
た
め
の
外
交
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
公
文
の
交
換

平
成
二
十
二
年
十
二
月
　
　
八
日
　
公
布
及
び
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
条
約
第
一
三
号
及
び
外
務
省
告
示
第
五
○
五
号
）

平
成
二
十
三
年
　
一
月
　
　
二
日
　
効
力
発
生

　
　
目
　
　
　
次

前
　
　
　
文

第
　
一
　
条
　
趣
旨
及
び
目
的

第
　
二
　
条
　
定
義

第
　
三
　
条
　
共
助
の
範
囲

第
　
四
　
条
　
中
央
当
局
の
指
定
及
び
責
務

第
　
五
　
条
　
中
央
当
局
間
の
連
絡

ペ
ー
ジ

一
六
八
三

一
六
八
三

一
六
八
三

一
六
八
四

一
六
八
五

一
六
八
五
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欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
〇

第
　
六
　
条
　
共
助
の
請
求
の
申
立
て
を
行
う
権
限
を
有
す
る
当
局

第
　
七
　
条
　
認
証

第
　
八
　
条
　
共
助
の
請
求

第
　
九
　
条
　
言
語

第
　
十
　
条
　
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施

第 

十
一 

条
　
共
助
の
拒
否
事
由

第 

十
二 

条
　
費
用

第 

十
三 

条
　
証
言
、
供
述
、
物
件
又
は
情
報
の
使
用
制
限

第 

十
四 

条
　
物
件
の
輸
送
、
保
管
及
び
返
還

第 

十
五 

条
　
証
言
又
は
供
述
の
取
得

第 

十
六 

条
　
ビ
デ
オ
会
議
を
通
じ
た
聴
取

第 

十
七 

条
　
物
件
の
取
得

第 

十
八 

条
　
銀
行
口
座

第 

十
九 

条
　
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分

第 

二
十 

条
　
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

第
二
十
一
条
　
被
請
求
国
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
若
し
く
は
司
法
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
の
保
有
す
る
物
件
の

　
　
　
　
　
　
提
供

第
二
十
二
条
　
文
書
の
送
達
及
び
招
請
の
伝
達

第
二
十
三
条
　
保
護
措
置

第
二
十
四
条
　
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
一
時
的
な
移
送

第
二
十
五
条
　
収
益
又
は
道
具
の
凍
結
及
び
没
収

第
二
十
六
条
　
自
発
的
な
情
報
交
換

一
六
八
五

一
六
八
五

一
六
八
六

一
六
八
八

一
六
八
八

一
六
八
九

一
六
九
〇

一
六
九
一

一
六
九
二

一
六
九
二

一
六
九
三

一
六
九
四

一
六
九
四

一
六
九
五

一
六
九
五

一
六
九
五

一
六
九
五

一
六
九
六

一
六
九
七

一
六
九
八

一
六
九
九
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欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
一

第
二
十
七
条
　
他
の
文
書
と
の
関
係

第
二
十
八
条
　
協
議

第
二
十
九
条
　
地
理
的
適
用

第 

三
十 

条
　
附
属
書
の
地
位

第
三
十
一
条
　
効
力
発
生
及
び
終
了

末
　
　
　
文

附
属
書
Ⅰ
　
中
央
当
局

附
属
書
Ⅱ
　
共
助
の
請
求
の
申
立
て
を
行
う
権
限
を
有
す
る
当
局

附
属
書
Ⅲ
　
第
九
条
に
関
連
し
て
受
け
入
れ
る
言
語

附
属
書
Ⅳ
　
第
十
一
条
に
関
連
し
て
定
め
る
特
定
の
加
盟
国

一
六
九
九

一
六
九
九

一
六
九
九

一
七
〇
〇

一
七
〇
〇

一
七
〇
〇

一
七
〇
二

一
七
〇
五

一
七
一
〇

一
七
一
三
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欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
三

趣
旨
及
び

目
的

定
　
　
義

前
　
　
文



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
四

共
助
の
範

囲



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
五

中
央
当
局

の
指
定
及

び
責
務

中
央
当
局

間
の
連
絡

共
助
の
請

求
の
申
立

て
を
行
う

権
限
を
有

す
る
当
局

認
　
　
証



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
六

共
助
の
請

求



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
七



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
八

言
　
　
語

請
求
さ
れ

た
共
助
の

実
施



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
八
九

共
助
の
拒

否
事
由



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
〇

費
　
　
用



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
一

証
言
、
供

述
、
物
件

又
は
情
報

の
使
用
制

限



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
二

証
言
又
は

供
述
の
取

得 物
件
の
輸

送
、
保
管

及
び
返
還



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
三

ビ
デ
オ
会

議
を
通
じ

た
聴
取



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
四

物
件
の
取

得銀
行
口
座



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
五

人
、
物
件

又
は
場
所

の
見
分

人
、
物
件

若
し
く
は

場
所
又
は

こ
れ
ら
の

所
在
地
の

特
定

被
請
求
国

の
立
法
機

関
、
行
政

機
関
若
し

く
は
司
法

機
関
又
は

地
方
公
共

団
体
の
保

有
す
る
物

件
の
提
供

文
書
の
送

達
及
び
招

請
の
伝
達



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
六

保
護
措
置



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
七

拘
禁
さ
れ

て
い
る
者

の
一
時
的

な
移
送



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
八

収
益
又
は

道
具
の
凍

結
及
び
没

収



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
六
九
九

地
理
的
適

用 協
　
　
議

他
の
文
書

と
の
関
係

自
発
的
な

情
報
交
換



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
七
〇
〇

効
力
発
生

及
び
終
了

末
　
　
文

附
属
書
の

地
位



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
七
〇
一



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
七
〇
二

附
属
書
Ⅰ

中
央
当
局



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
協
定

一
七
〇
三



欧
州
連
合
と
の
刑
事
共
助
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こ
の
協
定
は
、
欧
州
連
合
と
の
間
で
、
被
請
求
国
が
請
求
国
の
請
求
に
基
づ
き
、
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
刑
事
手

続
に
つ
い
て
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
中
央
当
局
を
指
定
し
、
相
互
の
連
絡
を
直
接
行

う
こ
と
等
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


